
受動喫煙対策に関する取り組みについて 

 

１ 改正健康増進法及び千葉市受動喫煙の防止に関する条例による受動喫煙対策の概要 

参考資料４－１のとおり 

 

２ 第一種施設への対応 

（１）市施設について 

 全ての第一種施設は令和２年４月１日までに敷地内全面禁煙を実施 

※ 市立学校は平成１９年１０月から、本庁は平成３０年４月から、区役所、各区  

保健福祉センターは令和元年７月から敷地内全面禁煙を実施 

※ 第二種施設に該当する図書館、公民館、コミュニティセンター等も令和２年４月

から敷地内全面禁煙 

 

（２）国・県の施設について 

・ 訪問による説明、文書の送付等により、条例による独自規制について理解を求めた。 

・ 令和元年度から、市内にある国、県の施設の喫煙環境を調査するとともに、市条例

に基づく敷地内禁煙の実施を依頼 

 

（３）その他の施設について 

・ 平成３０年度末に、医療機関、薬局、児童福祉施設等に対して文書を送付し、周知 

・ 法施行（令和元年７月）までに、大学や専門学校、精神科単科病院のうち、屋外喫煙

場所を設置する意向のある施設を訪問し、助言を行った。 

・ ＳＯＳ通報のあった施設は現場を確認し、違反があれば改善を指導 

 

３ 第二種施設に対する取組み 

（１）飲食店に対する取組み 

市条例による独自の規制を踏まえ、丁寧な周知と支援を実施 

ア 個別訪問による周知啓発と調査、指導の実施（平成３０年度～令和２年度） 

平成３０年度、令和元年度は、市内飲食店を個別に訪問し、店主等に直接、制度の

内容や必要な対策などを説明するとともに、受動喫煙対策の実態を調査した。 

令和２年度は、喫煙環境標識の確認及び実態調査を実施し、135店で違反の疑いがある

ことが報告された。違反の疑いがある店には市職員が再訪し、是正指導を実施した。 

訪問件数 平成３０年度：約 3,300店舗 

令和元年度：１回目約 2,600店舗、２回目約 1,700店舗 

令和２年度：約 3,800店舗 

イ 飲食店禁煙化補助金（平成３０年度、令和元年度） 

店内を全面禁煙とする小規模飲食店について、喫煙場所の撤去や内装改修に要する

費用などの一部を補助。補助率 9/10、補助上限額 10万円。補助実績は８件。 

※ 法及び条例施行に向けた準備に対する補助のため、令和元年度末で廃止 

 

 

資  料 ４－１ 



（２）その他の事業者に対する取組み 

ア 個別訪問による周知啓発（令和元年１０月～）及び是正指導（令和２年４月～） 

市内の事業者を個別に訪問し、担当者等に直接、制度の内容や必要な対策などを説

明するとともに、受動喫煙対策の実態を確認し、違反が確認された場合は是正指導を

実施している。 

令和２年１２月末時点で、延べ 16,996事業所を訪問 

イ 講演会等における制度説明（平成３０年度～令和２年度） 

事業者団体や千葉商工会議所、全国健康保険協会千葉支部等が実施する講演会で説

明を実施 

 

４ 千葉市受動喫煙ＳＯＳシステムについて（令和２年度～） 

法・条例違反による受動喫煙被害の情報（以下「ＳＯＳ情報」）を、ＬＩＮＥ及びＷＥＢ

フォームから受け付けることにより、市民がＳＯＳ情報を提供しやすい環境を整え、令和

２年４月から運用を開始した。 

情報が寄せられた場合は、原則として職員が現地を確認し、違反が認められた場合は是

正指導を実施している。 

○情報の件数  延べ 630件（令和２年１２月末日時点） 

○主な確認された違反 

・屋外の喫煙場所における配慮義務違反    98件 

・喫煙禁止場所への喫煙器具の設置      41件 

・従業員ありだが喫煙可能室を設置       4件 

 

５ 市民への周知啓発（平成３０年度～令和２年度） 

受動喫煙対策に関する市民の認知度を高めるため、周知啓発を実施。 

（１）交通広告  

ＪＲ、千葉都市モノレール、路線バス等で広告を掲示 

（２）動画による周知啓発 

平成３０年度に作成した周知用動画を放映 

・市内大型ビジョンでの放映（海浜幕張駅前、レクサス千葉中央） 

・市政情報モニターでの放映（市役所、区役所など） 

・蘇我、海浜幕張の映画館、計 3館で映画上映前に動画を放映（令和元年度） 

（３）商業施設、診療所等にポスター掲示を依頼 

商業施設、郵便局、診療所、美容院、クリーニング店等にポスター掲示を依頼 

（４）町内自治会への説明の実施 

・市連協会議、各区連協の理事会等で説明を実施（令和元年度） 

・周知用チラシの回覧を依頼（令和２年度） 

（５）その他の取り組み 

・食べ・飲み歩きイベント「ちーバル」で会場マップ等を活用して周知（令和元年度） 

・市への転入者に対して周知用チラシを配布（令和元年度） 

・小・中学校の児童、生徒に周知用チラシを配布（令和元年度、２年度） 

・各区民まつり等のイベントに出展（令和元年度、２年度） 


